
 

生産緑地の買取り申出の流れ 
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生産緑地地区の削除（告示） 

（行為制限が解除された翌年度） 

※ 生産緑地地区の削除（告示）

前に土地売買等を行う場合は、

公有地の拡大の推進に関する法

律の手続が別途必要です。 

認定外 

【農業従事者の故障】 

※ 農地としての建築行為等の制

限が解除され、農地以外の土地

利用が可能となります。 

※ 農地以外の土地利用をする場

合は、農地法の手続が別途必要

です。 

【農業従事者の死亡】 

【指定から30年経過】 


